
 

  

 

 

 

 

北海道水道ビジョン 

 
 

 

 

 

 

 

平成２３年３月 

（令和５年５月一部修正） 

北海道 
 

 

 

 

 



 

  

目   次 

 

 
第１ 北海道水道ビジョン策定の趣旨等                 1 

１ 策定の趣旨、目的 .................................................................................. 1 

２ ビジョンの性格 ...................................................................................... 1 

３ 北海道の水道の将来像 ........................................................................... 4 

４ 計画期間（目標年度） ........................................................................... 4 

 

第２ 北海道の一般概況                        5 

 

第３ 北海道の水道の現状と課題                                      11 

１ 水道事業の現状 ................................................................................... 11 

２ 水需要の見通し ................................................................................... 18 

３ 水道事業を取り巻く課題 ..................................................................... 19 

４ 課題解決に向けて ................................................................................ 39 

 

第４ 北海道の水道行政における目標及び目標達成のための方策等        43 

１ 目標 ..................................................................................................... 43 

２ 目標達成のための方策 ........................................................................ 45 

３ 北海道水道ビジョンの推進に当たって ............................................... 50 

４ 各主体の役割 ....................................................................................... 53 

 

第５ 北海道水道ビジョンのフォローアップ                            55 

 

参考資料                               57 

 

 

 

 

  



 

1 

第１ 北海道水道ビジョン策定の趣旨等 

１ 策定の趣旨、目的  

本道は、面積が広く、人口密度が低いことなどから、水道普及率は全国平均よ

り低い水準で推移してきましたが、近年、97％を超え、全国平均と同水準に達し、

ほとんどの住民の方々が水道水の供給を受けることが可能になりました。 

一方で、人口の減少、水需要の低下に伴う料金収入の減少、昭和 30 年代から

40年代にかけて急速に整備された水道施設の老朽化、水道事業に従事する職員の

退職に伴う技術の継承の問題など、水道にとって解決すべき課題がクローズアッ

プされる中、本道においてもその対応が喫緊の課題となっています。 

道州制特区推進法により、平成 21年度（2009年度）から水道法に基づく監督権

限が国（厚生労働大臣）から北海道（知事）に移譲され、道内すべての水道事業

及び用水供給事業が道の所管となりました。 

我々の日常生活に欠かすことのできないライフラインである水道が直面する課

題に対処し、将来にわたって安全で安心できる水を安定的に供給していくため、

北海道における水道の目指すべき姿や取組の方向性を示すことがますます重要と

なっています。 

このようなことから、本道における水道関係者の共通の目標となる水道の将来

像やその実現のための方策等を明確にし、関係者がその取組を推進していくため、

北海道として水道ビジョンを策定するものです。 

  

２ ビジョンの性格 

（１）これまでの水道行政にかかる指針等 

 道では、これまで水道水質の安全確保や水道未普及地域の解消など、地域の水

道の諸問題の解決に資するとともに、広域的な水道の整備計画の方向を明らかに

するため、昭和 54 年（1979 年）～昭和 57 年（1982 年）（昭和 62 年（1987 年）

一部改正）に４つの地域（道央、道東、道北、道南）ごとに『水道整備基本構想』

を策定し、それぞれの地域ごとに水道整備の基本方針や推進方策等を示していま

すが、この『水道整備基本構想』は策定から年数が経過し、人口の減少や少子高

齢化といった策定時には予見されていなかった課題に対応するため、改定が必要

となっています。 
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（２）ビジョンの位置づけ 

「北海道水道ビジョン」は、これからも安全で安心な水道水を安定的かつ持続

して供給するため、住民、水道事業者（用水供給事業者を含む。以下同じ）、道が

共有する基本的な指針として位置づけます。 

また、「北海道水道ビジョン」を踏まえて今後改定する『水道整備基本構想』は、

具体的な取組を推進するため、本ビジョンの地域編として位置づけ、数値目標や

将来年次計画等を示します。 

 

 【北海道水道ビジョンの位置づけ（イメージ）】 
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なお、『水道整備基本構想』は地域区分を北海道総合計画に合わせ、地理的、社

会的に一体性があり、水道に関する取組を共同して実施することが可能な範囲の

まとまりとして、原則として以下の６地域に区分します。 

○道央地域：21 市 42 町 7 村 

・空知総合振興局 
夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、 

深川市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、 

新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 

・石狩振興局 

札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 

・後志総合振興局 
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、

京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、

赤井川村 

・胆振総合振興局 
室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、 

安平町、むかわ町 

・日高振興局 
日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 

○道南地域：2 市 16 町 

・渡島総合振興局 
函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、

長万部町 

・檜山振興局 
江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 

○道北地域：6 市 31 町 4 村 

・上川総合振興局 
旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、 

上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、

下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町 

・留萌振興局 
留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 

・宗谷総合振興局 

稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、

幌延町 

○オホーツク地域：3 市 14 町 1 村 

・オホーツク総合振興局 
北見市、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、 

置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町 

○十勝地域：1 市 16 町 2 村 

・十勝総合振興局 
帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、 

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 

○釧路・根室地域：2 市 10 町 1 村 

・釧路総合振興局 
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 

・根室振興局 
根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 
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３ 北海道の水道の将来像 

水道は我々の日常生活に欠くことの出来ないライフラインです。将来的にも常

に「安全」な水質の水道水を、住民の皆さんが「安心して」飲むことが出来るよ

う、「安定的」に供給されていることが必要です。また、その実現のために、水道

事業が「持続的」に運営されている必要があります。このため、北海道の水道の

将来像（半世紀後のあるべき姿）を次のとおりとします。 

 

 

    北海道の水道の将来像（半世紀後のあるべき姿） 

 

 

 

 

 

４ 計画期間（目標年度） 

北海道の水道の将来像の実現に向け、水道事業が抱える様々な課題に対応する

ためには、中長期的な視点が必要となることから、計画期間は 20 年（目標年度：

令和 12年度（2030年度））とします。    

 

 

    北海道水道ビジョンの計画期間（目標年度） 

 

 

○ 安全で安心な水道水の安定的な供給 

○ その実現のための水道事業の持続的な運営 

○ 計画期間：20年 

○ 目標年度：令和 12年度（2030 年度） 
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第２ 北海道の一般概況 

（１）地勢 

日本列島の北端に位置する北海道は、周囲2,676kmの本島と508の島から成って

います。面積は約8万3,456㎢で、国土の約22％を占め都道府県の中では最も広

く、その広さは四国4県・九州7県・沖縄県の12県を合わせた面積の約1.3倍、東

京都の約39.7倍にあたります。 

山地は全体の半分を占めますが､全国と比較すると山地と傾斜地が少なく、な

だらかな地形が多いのが特徴です。北海道の中央部を北から南へ、天塩山地、

北見山地、石狩山地、日高山脈の山々が連なり、最高峰の旭岳(2,291ｍ)を中心

とする大雪山系は「北海道の屋根」と呼ばれています。 

一方、道内には石狩平野をはじめ、十勝平野、天塩平野、名寄盆地、上川盆

地、富良野盆地などが広がり、また、日本を代表する釧路湿原やサロベツ原野

などの湿原を有しています。 

河川の数は約1万4,000余りあり、水量は豊富、水質も清浄です。また、湖沼(面

積1 ㎢以上)は国立公園に指定されている阿寒湖、支笏湖、洞爺湖のほか、30以

上あります。 

  

（２）気象 

北海道は温帯気候の北限にあり、同時に亜寒帯気候の南限に位置しています。

四季の変化がはっきりしており、夏は短く冬は長いのが特徴といえます。年間

平均気温は 6 ～10℃と冷涼低湿で、日本海側や内陸で降雪量が多くなります。 
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（３）人口 

北海道では全国を上回るスピードで人口減少、高齢化が進んでいます。道内の

人口は平成 10年度（1998年度）の 570万人をピークに減少し、平成 21年度（2009

年度）現在で 552万人となっています。国立社会保障・人口問題研究所の推計

値では、令和 12年度（2030年度）には平成 21年度（2009年度）から約 84万

人減少し、約 468万人になると推計されています。 

また、高齢化も進行しています。最近の国勢調査（平成 17 年度（2005年度））

では、道内の人口に占める 65歳以上の割合は 21.5%（全国値：20.2%）でしたが、

今後の推計値では平成 22年度（2010年度）に 24.6%（全国値：23.1%）となり、

令和 12年度（2030年度）には 35.6%(全国値：31.8%)まで高まると見込まれて

います。 

 

 

 

 

 

  

資料）「都道府県別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）より作成 

予測 

 

図表 2-1 道内人口の推移と予測 
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（４）産業 

１）現状 

道内の総生産は減少傾向にあり、平成 20 年度（2008 年度）は名目で 18.3 兆

円となり、平成 8年度（1996年度）から約 12 %減少しています。産業別構成比

では、総生産全体に占める第三次産業の割合が大きくなっており（平成 8 年度

（1996年度）：76.8% 平成 20年度（2008年度）：83.9%）、道の総生産全体に与

える影響が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料）「道民経済計算」（北海道総合政策部）より作成 

 図表 2-2 道内総生産（名目）の推移 

 

490 440 360 278

1,607 1,614

78 70 75 68

1,610 1,541

1,836
1,9772,0592,093

76.8%
78.4%

83.9%

81.4%

0

500

1,000
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2,000
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(百億円)
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一次産業 二次産業 三次産業 第三次産業割合

※ 産業別の生産額には帰属利子等を含まないため、総生産額と合致しない。 
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農業については、豊かな自然と広大な土地資源を生かし、専業的な農家を主

体に、米、野菜、畑作、畜産などを中心とした大規模で生産性の高い農業を展

開しています。平成 22年（2010年）の経営耕地総面積は約 106.8万 ha で、全

国の 29.4％を占め、一経営体当たりの面積は 23.0ha で全国(2.2ha)の約 10 倍

の広さになり、その規模は年々増大しています。 

畜産については、乳用牛、肉用牛の飼養戸数は平成 22年（2010年）で約 1.1

万戸、飼養頭数が 137 万頭(一戸当たり 127 頭)で、飼養戸数は年々減少してい

るものの、一戸当たりの飼養頭数は増加しています。 

製造業については、地域の特性に応じて各地で展開されており、苫小牧市及

び釧路市は大規模な製紙・パルプ業、旭川市は食品加工製造、電子機器や家具、

室蘭市は製鉄や化学、函館市は造船、札幌市は道内産の農水産品を加工する食

品加工製造が盛んです。 

出荷額等の業種別では、水産食料品や畜産食料品等が主体となる「食料品製

造業」が最も多く、平成 20年（2008年）で道内の製造品出荷額全体の 32.5%を

占めており、全国シェアの 7.7%を占めています。 

サービス業は、道内総生産額に占める割合が年々増えており、分類別では「医

療・医療衛生・介護」の割合が高く、平成 20年（2008年）でサービス業生産額

全体の 28.8%を占めています。また、成長が著しい産業の一つに情報処理産業が

あり、移動体通信端末用ソフトの需要増や公共部門の介護保険導入に伴うシス

テム開発の増加などに伴い、売上高は平成 10 年度（1998 年度）から平成 20 年

度（2008年度）までで生産額が 1.8倍になり、近年、大きく伸びています。 

観光業は、本道の観光入込客数（実人数）が、平成 11年度（1999年度）の 

5,149万人をピークに伸び悩んでおり、道内景気が低迷する中で減少傾向が続い

ています。 

平成 21年度（2009年度）は、新型インフルエンザの流行による旅行減やイベ

ントの中止、引き続く景気の低迷、夏季の天候不順による屋外観光施設への入

込客や海水浴客の減少などが影響し、観光入込客数は 4,682 万人に止まりまし

た。 

国内観光客が低迷を続ける中、訪日外国人来道者数は、これまで東アジア地

域を中心に順調に増加を続けており、今後、経済成長が続いているアジア地域

を中心にさらなる増加が見込まれます。 

 

２）今後の道内の産業について 

「ほっかいどう未来創造プラン」では、北海道全体の政策資源（資金、人材、

情報など）を結集して取り組むべきテーマを絞り込み、そのテーマに沿った取
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組の道筋や手だてを示しています。 

 

ア）農水産業関連 

今後、食の安全・安心に対する消費者意識の高まりや経済のグローバル化に

伴う輸入食品の増加などを背景に、道産食品に対する市場ニーズは今後ますま

す高まっていくものと考えられています。そのため、道では消費者ニーズにこ

たえる農水産品づくりを進め、食づくりの基礎である一次産業の競争力の強化

を図ることとしています。 

イ）製造業等関連 

自動車工業や電子機器産業をはじめとした加工組立型の産業の集積や、その

産業を支える基盤技術産業の育成を図り、ものづくり産業の育成に取り組むこ

ととしています。さらに、バイオ関連産業の集積を加速し、今後の需要拡大が

期待される健康・医療分野への産業展開を重点的に進めることとしています。 

ウ）観光産業関連 

観光産業の発展に向けて、北海道の優位性を発揮しながら、質の高い観光地

づくりや受入環境の整備を、観光を支える様々な主体が連携して進め、観光に

よる地域経済への波及効果を高めることとしています。 

 

 （５）水資源 

北海道の水資源賦存量（水資源として、理論上人間が最大利用可能な量であっ

て、降水量から蒸発散量を引いたものに当該地域の面積を乗じて求めた値。）の

過去 30年間（昭和 51年（1976年）～平成 17年（2005年））の平均は 539億ｍ
３/年で、全国の約 13%を占めます。人口１人当たりの平均水資源賦存量は 9,569

ｍ３/人・年で、全国平均の約 3倍（全国：3,230ｍ３/人・年）となっており、北

海道は全国平均と比べて水資源に恵まれていると言えます。 

 

9,569

7,042

886

3,765

6,640

1,391

4,244

6,443

4,528

1,837

3,230

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

北海道 東北 関東 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 全国

(m３/人・年)

図表 2-3 １人当たりの平均水資源賦存量（地域別） 

資料）平成 22 年版「日本の水資源」（国土交通省）より作成 

 

（注）平均水資源賦存量は、昭和 51 年から平成 17 年の平均値。 
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北海道の年間降水量は、過去 30年間で年によって多少の増減はあるものの、

全体としては安定しています。ただし、最近 10年で過去 30 年間の平均降水量

を下回る年が増えてきた地域もあり、また、小雨の年と多雨の年の降水量の開

きが大きくなっています。 

 

 

 

 

北海道の河川・湖沼の水質は全国に比べて全般的に清浄な状況といえます。

有機汚濁の代表的な水質指標である河川の BOD 及び湖沼や海域の COD の環境基

準の達成率は全国値 87.6%に比べて北海道は 89.7%と高く、また、BOD 及び COD

による水質ランキングでも北海道の河川や湖沼が上位に位置しています。 

地下水も比較的良好な状態に保たれていますが、一部の地区でテトラクロロ

エチレン等が検出されており、また、農村地帯等を中心に硝酸性窒素及び亜硝

酸性窒素等による地下水汚染が広範に顕在化しています。 
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資料）気象庁観測資料より作成 

 
図表 2-4 降水量の推移（道内 7気象台の平均） 
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第３ 北海道の水道の現状と課題 

１ 水道事業の現状 

（１）水道普及率及び給水人口 

水道普及率は、平成 20年度（2008年度）末現在で 97.6％（全国平均 97.5％）

となっています。20 年前の昭和 63 年度（1988 年度）は 93.0％で、順調に水道

が普及してきており、平成 18年度（2006年度）以降は全国平均を上回っていま

す。 

なお、給水人口は、全道の総人口の減少に合わせて、平成 14 年度（2002年度）

(5,479千人)をピークに減少しています。 

 

【水道普及率、給水人口の推移】 

区    分 Ｓ63年度 Ｈ5年度 Ｈ10年度 Ｈ15年度 Ｈ20年度 

総人口（千人） 5,646 5,666 5,692 5,651 5,544 

給水人口（千人） 5,250 5,378 5,469 5,478 5,409 

水道普及率（％） 道内 93.0 94.9 96.1 96.9 97.6 

全国 94.2 95.3 96.3 96.9 97.5 

資料）「北海道の水道」より作成 

 

 

図表 3-1 水道普及率と給水人口の推移 

資料）「北海道の水道」より作成 
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（２）水道事業数 

水道事業数は、平成 20年度（2008年度）末現在で用水供給事業 5事業、上水

道事業 101事業、簡易水道事業 322事業となっています。 

20年前の昭和 63年度（1988年度）は用水供給事業 5事業、上水道事業 113

事業、簡易水道事業 383事業で、簡易水道の統合などにより全体で約 15%減少し

ました。 

なお、水道事業者が策定した簡易水道事業統合計画書では、主に同一行政区域

内で水道事業の統合が進み、平成 28年度（2016年度）末までに簡易水道事業が

156事業となり、水道事業数は約 4割減少する見込みです。 

 

【事業数の推移】 

区  分 Ｓ63年度 Ｈ5年度 Ｈ10年度 Ｈ15年度 Ｈ20年度 … 
Ｈ28年度 

(見込み) 

用水供給事業 5 6 6 6 5 … 5 

上水道事業 113 113 111 107 101 … 101 

簡易水道事業 383 356 343 345 322 … 156 

合 計 501 475 460 458 428 … 262 

資料）「北海道の水道」より作成 

 

 

113 113 111 107 101 101

383 356 343 345
322

156

5 6 6 6 5 5

501
475 460 458

428

262

0

100

200

300

400

500

600

S63 H5 H10 H15 H20 H28

(事業数)

用水供給 上水道 簡易水道

図表 3-2 水道事業数の推移と今後の見込み 

資料）「北海道の水道」及び「簡易水道事業統合計画書」より作成 

 

見込み 
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（３）小規模水道事業の割合 

簡易水道事業の給水人口は平成 20 年度（2008 年度）で約 38.7 万人おり、全

給水人口の約 7％を占めています。これは全国平均の約 4％に比べて約 2倍弱で

あり、道内は比較的小規模の水道事業が給水を担っている割合が高い状況です。 

道内における簡易水道事業の多くは、水道普及率が全国平均に及ばない時期

において、山間部や酪農・畜産の盛んな地域など人口密度の低い水道未普及地

域を解消するために整備されてきた経緯があります。そのため、人口密度の高

い地域に比べて施設効率が低く効率的な事業運営が難しいなど、必然的に採算

性の低い事業となることから、独立採算による経営が難しく、大半の簡易水道

事業では一般会計に依存せざるを得ない状況です。また、新規職員の補充が抑

制されている場合が多く、限られた職員で複数の事業を兼務して運転管理して

いる事例が多く見受けられます。 

 

【現在給水人口のうち簡易水道事業の占める割合】 

区  分 北海道 全 国 

現在給水人口(千人) 5,409 124,744 

うち簡易水道 387(7.2％) 5,272(4.2％) 

資料）平成 20年度「水道統計」より作成 
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（４）広域化の状況 

水道用水供給事業は 5 事業あり、25団体（26 市町村）を対象に給水を行って

います。 

また、水道事業のうち広域水道事業は 4 事業あり、12 団体（12 市町村）を対

象に給水を行っています。 

 

【水道用水供給事業(Ｈ22年度)】 

事業体名 創設 

認可年 

受水団体 

桂沢水道企業団 S31 岩見沢市、美唄市、三笠市 

石狩東部広域水道企業団 S49 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、 

由仁町、長幌上水道企業団 

北空知広域水道企業団 S54 深川市、沼田町、秩父別町、北竜町、 

妹背牛町 

十勝中部広域水道企業団 S57 帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、

中札内村、更別村 

石狩西部広域水道企業団 

（建設中） 

H4 札幌市、小樽市、石狩市、当別町 

 

【広域水道事業（Ｈ22年度）】 

事業体名 創設 

認可年 

給水対象 

長幌水道企業団 S42 長沼町、南幌町 

西空知広域水道企業団 S46 新十津川町、雨竜町、浦臼町 

月新水道企業団 S49 月形町、新篠津村、岩見沢市 

中空知広域水道企業団 H18 滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町 
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（５）給水量 

年間給水量は、平成 20年度（2008年度）において 618千ｍ３で、平成 11年度

（1999年度）をピークに減少しています。 

上水道及び簡易水道別では、上水道の給水量は平成 20年度（2008年度）で 555

千ｍ３と、ピーク時(平成 11年度（1999年度）)の 599千ｍ３から約 1割減少し、

一人一日最大給水量も減少しています。また、簡易水道は、平成 20年度（2008

年度）で 63 千ｍ３と昭和 63年度（1988年度）の 48千ｍ３から約 3割増加し、

一人一日最大給水量も増加しています。その要因として、これまで畜産、農業

等用に整備されてきた営農用水供給施設が、簡易水道事業に取り込まれ、比較

的多くの水を使用する事業が増えたことなどが考えられます。 

 

【給水量、一人一日最大給水量の推移】 

区   分 Ｓ63年度 Ｈ5年度 Ｈ10年度 Ｈ15年度 Ｈ20年度 

上水道 

 年間給水量（千ｍ３
） 539,814 578,679 595,525 582,386 555,067 

  一人一日最大給水量（㍑） 386 389 388 369 359 

簡易水道 

 年間給水量（千ｍ３
） 48,458 51,286 57,727 61,848 63,199 

  一人一日最大給水量（㍑） 435 503 544 582 644 

資料）「北海道の水道」より作成 

 

図表 3-3 年間給水量及び一人一日最大給水量の推移 

資料）「北海道の水道」より作成 
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（６）水道料金 

1 ヶ月・10m3当たりの家庭用水道料金（消費税・メーター使用料含む）は一

貫して上昇しており、平成 20年度（2008年度）において上水道で 2,027円、簡

易水道で 1,978円となり、ともに全国平均より 4割程度高い状況にあります。

水道料金が高く推移している要因としては、北海道は全国に比べて人口密度が

低く、給水人口一人当たりの管路延長が長いことや、寒冷地対策として管路の

埋設深度を深く設定する必要があるなど、建設コストが割高なことなどが考え

られます。 

また、水道料金の最高額と最低額とでは、上水道、簡易水道ともに約４倍の開

きがあります。 

 

 

【水道料金の推移】 

区 分 Ｓ63年度 Ｈ5年度 Ｈ10年度 Ｈ15年度 Ｈ20年度 
Ｈ20年度

（全国） 

上水道 1,617 1,717 1,871 1,920 2,027 1,482 

簡易水道 1,530 1,645 1,756 1,846 1,978 1,385 

※ 家庭用 10m3／月、消費税・メーター使用料含む。 

資料）「北海道の水道」より作成  

 

 

図表 3-4 水道料金の分布 

（注）水道料金：家庭用 10ｍ3/月、消費税・メーター使用料を含む。 

 

資料）「北海道の水道」より作成 
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（７）水質検査体制 

水道法に基づく水質検査について、水質基準の全項目検査が可能な水道事業者

は 14機関あり、自主検査のほか、一部機関では共同検査機関として他水道事業

者（平成 22 年度（2010年度）：53団体）の水質検査を受託しています。 

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関は 15機関あり、上記の検査機関等以外

の水道事業者（平成 22年度（2010年度）：109団体）の全項目検査を受託して

います。また、道立衛生研究所においても全項目検査が可能です。 

 

（８）道内水道事業における水道事業ビジョンの策定状況 

水道事業者の水道事業ビジョンは、上水道事業者が 15プラン（16事業）、水

道用水供給事業者が 2プラン策定しています。 

水道事業ビジョンの策定率は、事業体割合では 2割弱ですが、給水人口割合で

は約 7割をカバーしており、比較的給水人口の多い水道事業者を中心に策定さ

れています。 

 

【水道事業者の水道事業ビジョン（Ｈ23.2現在）】

 

ビジョン名称 策定年月

1 旭川市
水道事業及び下水道事業財政計
画策定に向けた基本的な考え方

平成16年1月

2 札幌市 札幌水道長期構想 平成16年4月
北見市 平成17年3月策定
(北見、留辺蘂) 平成22年3月改訂

平成18年2月策定
平成22年2月改訂

5 石狩市 石狩市水道ビジョン 平成18年8月
6 苫小牧市 苫小牧市水道ビジョン 平成20年3月
7 函館市 21世紀の水づくり輝く水プログラム 平成20年3月
8 網走市 網走市水道事業基本計画 平成20年8月
9 名寄市 名寄市水道ビジョン 平成20年8月

10 美幌町 美幌町水道ビジョン 平成21年2月
11 江別市 江別市水道ビジョン 平成21年12月
12 小樽市 小樽市上下水道ビジョン 平成22年2月
13 中空知広域水道企業団 地域水道ビジョン 平成22年3月
14 留萌市 留萌市水道ビジョン 平成21年度
15 室蘭市 室蘭市水道ビジョン 平成22年9月

1 石狩東部広域水道企業団 地域水道ビジョン 平成20年3月
2 十勝中部広域水道企業団 ワックアプラン２０１０ 平成22年10月

水道用水供給事業者

4 帯広市 おびひろ上下水道ビジョン2010

事業者名

上水道事業者

3 北見市上下水道ビジョン
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２ 水需要の見通し 

（１）給水人口の予測 

行政区域内人口については、国立社会保障・人口問題研究所の都道府県別の将

来推計人口を引用しました。 

水道普及率については、過去の実績に基づく時系列傾向分析による推計から、

平成 20年度（2008年度）の 97.6%に対し、令和 12年度（2030 年度）（目標年度）

は 99.0%と算出しました。  

給水人口については、行政区域内人口に水道普及率を乗じて算出しました。令

和 12年度（2030年度）の給水人口は 474万人となり、平成 20年度（2008年度）

実績の 541万人より約 67万人（12％）減少すると予測されます。 

   

 【給水人口の推計値】  

区 分 
H20年度 

（実績値） 

R12年度 

（予測値） 
増 減 

行政区域内人口（人） 5,543,556 4,791,592 -751,964(-14%) 

水道普及率（％） 97.6 99.0 +1.4 

給水人口（人） 5,409,351 4,743,676 -665,675(-12%) 

 

（２）給水量の予測 

有収水量を生活用及び生活用以外の用途に区分し、過去の実績（10～20年間）

に基づく時系列傾向分析によりそれぞれ推計するとともに、同様に過去の実績

に基づき設定した有収率・負荷率で除することにより算出した結果、全道にお

ける令和 12 年度（2030年度）の一日平均給水量は 147万 m3、一日最大給水量は

185万 m3となり、平成 20年度（2008年度）実績に比べ、それぞれ 23万 m3（14％）、

21万 m3（10％）減少すると予測されます。 

 

 【給水量の推計値】 

区 分 
H20年度 

（実績値） 

R12年度 

（予測値） 
増 減 

一日平均給水量 

(千 m3/日) 
1,705 1,472 -233 (-14%) 

一日最大給水量 

(千 m3/日) 
2,059 1,847 -212 (-10%) 
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３ 水道事業を取り巻く課題 

（１）未普及人口の推移 

水道普及率の上昇に伴い、水道水の供給を受けていない住民は一貫して減少し

ていますが、未だ約 13万人が水道水の供給を受けていません。 

なお、13万人のうち、給水区域外には 2.8万人が住んでおり、残りの 10.7万

人は水道事業の給水区域内に住んでいます。 

 

【水道水の供給を受けていない住民の推移】 

区   分 Ｓ63年度 Ｈ５年度 Ｈ10年度 Ｈ15年度 Ｈ20年度 

未普及人口（千人） 397 287 223 173 134 

 (うち給水区域内) (236) (205) (143) (115) (107) 

 (うち給水区域外) (161) (82) (79) (58) (28) 

水道普及率（％） 93.0 94.9 96.1 96.9 97.6 

資料）「北海道の水道」より作成 
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資料）「北海道の水道」より作成 
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（２）飲用井戸等の設置状況等 

水道法等の適用を受けない飲用井戸※や小規模貯水槽水道（貯水槽容量：10m３

以下）は推計を含め約 4.7万か所あり、水道未普及地域での利用が多く見られ

ます。道や地域保健法に定める保健所設置市では、これらの施設の実態把握や

衛生管理等を指導しており、水質検査の実施を呼びかけていますが、受検率は

依然低迷しています。 

また、水質検査の結果、一部で大腸菌や硝酸態窒素等の項目が基準を超過して

います。 

※「飲用井戸」： 

個人住宅や社宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設（一

般飲用井戸）と官公庁、学校等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設（業務

用飲用井戸）をいう。  

 

【設置数、水質検査の受検数】 

区  分 飲用井戸 小規模貯水槽水道 

設置数 34,453 12,135 

 （うち実数把握分） (19,290) 
－ 

 （うち推計分） (15,163) 

水質検査の受検数 2,084(設置数の 6.0%) 783(設置数の 6.5%) 

 （うち基準超過） (196):9.4% (61):7.8% 

※ 保健所設置市の所管する飲用井戸等を含む 

 資料）平成 20年度「水道水質関連調査」より作成 
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（３）水道水源から給水栓までの水質管理の状況 

１）水道水源の種類等 

水道水源は、表流水が全体の 86％を占めています（取水量ベース）。これは全

国平均(70.6%)より高く、逆に地下水の割合が低くなっています。 

なお、事業別の水道水源の割合は、簡易水道では表流水が 62%で、地下水が

27％となっており、上水道に比べて地下水を水源とする割合が高くなっています。 

また、水道水源（取水施設）の大半が事業者自らの所有地や国、道及び市町

村等の所有地となっていますが、一部は民間・個人の所有地となっているものが

あります。 

 

【水道水源の割合（全体）】 

区  分 北海道 全国 

地表水 表流水 86.3% 70.6% 

湖沼水 0.5% 1.3% 

地下水 伏流水 3.8% 3.8% 

井戸水 5.5% 21.1% 

その他 3.9% 3.2% 

資料）平成 20年度「水道統計」、「全国簡易水道統計」より作成         

 【水道水源の割合（事業別）】  

区  分 上水道 用水供給 簡易水道 

地表水 

  

表流水 88.3% 100.0 62.9% 

湖沼水 0.5% － 1.1% 

地下水 

  

伏流水 3.9% － 5.5% 

井戸水 3.8% － 21.3% 

その他 3.5% － 9.2% 

資料）平成 20年度「北海道の水道」より作成      
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表流水 湖沼水 伏流水 井戸水 その他

62.9%

9.2%

21.3%

5.5%

1.1%

3.5%3.8%
3.9%

0.5%

88.3%

表流水 湖沼水 伏流水 井戸水 その他

図表 3-6 水道水源の割合（左：全国との比較 右：事業別での比較） 

資料）平成 20 年度「水道統計」、「全国簡易水道統計」より作成 

 

事業別 外：北海道 

内：全 国 

外：上水道 

内：簡易水道 

全国比較 
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２）クリプトスポリジウム等に対する対応状況、エキノコックスの分布状況 

国の「水道水におけるクリプトスポリジウム対策指針」に基づく対策の実施

状況について、クリプトスポリジウム等耐塩素性病原生物への対応が必要な施

設は 383施設あり、そのうち対応済施設の割合は 66.6％で、全国平均(59.0%)

より対応施設の設置が進んでいる状況ですが、未対応（対応施設の設置につい

て検討中）の水道施設から給水を受けている人口は約 479千人おり、給水人口

割合では 8.8％となり、全国平均(4.3%)より高い状況にあります。 

また、エキノコックスは、昭和 39年（1964年）以前は礼文島でのみ確認さ

れていましたが、昭和 40年（1965年）に根室市で新たにエキノコックス症患

者が確認され、その後の動物の調査などで、道東の 10市町村にエキノコックス

が分布していることが分かりました。また、昭和 58年（1983年）以降は道内

各地で新たな分布地域が確認され、現在ではエキノコックスは全道一円に分布

しています。 

 

【クリプトスポリジウム等対策状況（施設数）】 

区 分 
浄 水 施 設 数 

（A） 

対応の必要な 

浄水施設数（B） 

B/A 

(%) 

対応済浄水

施設数（C） 

C/B 

(%) 

対応検討中の 

浄水施設数（D） 

D/B 

(%) 

北海道 996 383 38.5 255 66.6 128 33.4 

全  国 19,954 5,948 29.8 3,512 59.0 2,436 41.0 

平成 20年度の状況。専用水道を含む。 

【クリプトスポリジウム等対策状況（給水人口）】              

区 分 
現在給水人口 

（千人） (A) 

対応不要又は対応済

みの浄水施設人口(B) 

B/A 

(%) 

対応施設設置等検討中

の浄水施設人口(C) 

C/A 

(%) 

北海道 5,433 4,954 91.2 479 8.8 

全  国 124,577 119,255 95.7 5,322 4.3 

 平成 20年度の状況。専用水道を含む。 

 資料）平成 21年度「全国水道関係担当者会議資料」（厚生労働省）より作成 

 

2,436
41.0% 3,512

59.0%

255
66.6%

128
33.4%

対応済 対応検討中

資料）平成 21 年度「全国水道関係担当者会議資料」（厚生労働省）より作成 

 

外：北海道 

内：全 国 

施設対応状況 

5,322
4.3%

119,255

95.7%

4,954
91.2%

479
8.8%

対応済 対応検討中

外：北海道 

内：全 国 

給水人口対応状況 

図表 3-7 クリプト等対応状況（左：施設 右：給水人口） 
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３）水質汚染事故の発生状況 

水道事業において、水質汚染事故の発生により取水・給水の制限・停止や粉末

活性炭等の使用を行った事例が報告されています。原因としては、油類や農業・

畜産業由来のアンモニア性窒素等の流出等が挙げられます。 

 

【人為由来の水質汚染事故の事例】 

区 分 水道の種別 取水停止／給水停止 原 因 

Ｈ20年度 上水道 取水停止 農業、畜産業由来のアンモニア

性窒素が河川に流入 

上水道 取水停止 軽油が河川に流入 

Ｈ21年度 上水道 取水停止 重油が河川に流入 

Ｈ22年度 簡易水道 取水停止 取水井戸付近の土壌に重油が

漏洩 

 資料）道の独自調査より作成  

 

 

４）鉛製給水管の残存状況 

鉛製給水管の布設延長は減少していますが、平成 20年度（2008年度）で 10km

以上残存しています。また、鉛製給水管の残存件数は平成 19 年度（2007年度）

までは減少傾向にありましたが、水道事業者による鉛製給水管の残存状況の把

握が進んだ結果、平成 20年度（2008年度）には増えており、今後も残存状況の

把握が進む中で残存件数や布設延長が増える可能性があります。 

 

【鉛製給水管の残存延長及び残存件数の推移】 

区   分 残存延長（ｍ） 残存件数（件） 

Ｈ17年度 12,828 2,584 

Ｈ18年度 11,778 1,842 

Ｈ19年度 11,354 1,756 

Ｈ20年度 10,553 1,932 

資料）「水道統計」より作成           

 

５）クロスコネクションの発生状況 

給水管と地下水からの配管が誤接合されたことにより、給水管を通じて配水管

への逆流が発生し、複数の家庭に濁水が発生するなど、給水装置の誤接合（ク

ロスコネクション）の事例が報告されています。 
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（４）水道施設の老朽化の状況 

１）管路 

法定耐用年数（40年）を超える水道管（以下、「老朽管」という。）の占める

割合は、上水道及び用水供給事業では 4.6％となっており、全国平均(7.0%)を下

回っていますが、20年以上経過した管（以下、「経年管」という。）の占める割

合は 50.8%と全国平均(42.3%)を上回っています。 

管路延長を全て耐用年数（40年）以内に維持するには、単純計算で年 2.5%の

割合で更新する必要がありますが、現在の管路の更新率(約 1％)では、老朽管の

占める割合が確実に増加していきます。 

簡易水道では老朽管の割合は 2.5％となっていますが、記録資料がないこと等

が原因で布設年数が特定できていない管路が 4割以上残っています。これらの

管路は布設から相当年数が経過していることが予想され、今後の調査により老

朽管の割合が急激に増えるおそれがあります。 

なお、平成 20年度（2008年度）以降、水道管の老朽化が原因と思われる断水

に至る事故が多発しており、水道施設の老朽化の影響が実際に生じています。 

 

【上水道、用水供給事業の管路布設年数割合】 

区  分 
経過年数 

0～19 20～40 41～ 

北海道 49.2% 46.2% 4.6% 

全 国 57.7% 35.3% 7.0% 

資料）平成 20年度「水道統計」より作成      

 

【上水道、用水供給事業の更新率の推移】 

区  分 
管路延長

（km）(A) 

布設替延長

（km）(B) 

更新率（％） 

(B)/(A) 

Ｈ16年度 32,139 286 0.9 

Ｈ17年度 32,308 290 0.9 

Ｈ18年度 32,667 256 0.8 

Ｈ19年度 32,893 318 1.0 

Ｈ20年度 33,221 267 0.8 

資料）「水道統計」より作成      
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【簡易水道の管路布設年数割合】 

区  分 
経過年数 

0～40 41～ 不明 

簡易水道 55.2% 2.5% 42.3% 

資料）平成２０年度「水道統計調査（北海道取りまとめ分）」より作成  

 

     

 

57.7%

7.0%

35.3%

49.2%46.2%

4.6%

0～19 20～40 41～

外：北海道 

内：全 国 

資料）「水道統計」より作成 

 
図表 3-8 管路の老朽化状況 

0～40年
55.2%

不明
42.3%

41年～
2.5%

上水道・用水供給事業 簡易水道 
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２）浄水施設 

上水道及び用水供給事業において、設置から 20年～39年経過した浄水施設の

割合が最も高く、全体の約半数を占めています。また、40年以上経過した浄水

施設は全体の 4分の 1を占め、そのうち法定耐用年数（60年）を超える浄水施

設も全体の 3.3%あります。 

仮に法定耐用年数（60年）どおりに更新すると、今後、多くの浄水施設が集

中して更新期を迎えることになります。 

 

【浄水施設の設置年数】 

区  分 0～19 20～39 40～59 60～ 計 

浄水施設数(H20) 28 84 34 5 151 

割合(%) 18.5 55.6 22.5 3.3  

資料）道の独自調査より作成     
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図表 3-9 浄水施設の経過年数(上水道・用水供給事業) 

            資料）道の独自調査より作成 
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（５）水道施設の耐震化の状況 

１）管路、浄水施設、配水池の耐震化率 

上水道及び用水供給事業における耐震化の状況について、基幹管路（導水管、

送水管、配水本管）の耐震化率は 25.7％となっており、全国平均(22.4%)より高

い状況ですが、浄水施設の耐震化率は 11.0％となっており、全国平均(16.3%)

より低い状況です。また、配水池の耐震化率は 31.6％となっており、全国平均

(29.3%)より高い状況です。 

管路、浄水施設、配水池を合わせた地震対策３指標の合計では全国平均とほぼ

同水準となっており、道内水道施設の耐震化は一部事業体では進んでいるもの

の、全体的には進んでいない状況にあります。 

 

【水道施設の耐震化率】 

水道施設 北海道 全国 

基幹管路 25.7% 22.4% 

浄水施設 11.0% 16.3% 

配水池 31.6% 29.3% 

３指標合計 68.3% 68.0% 

資料）平成 20年度「水道統計」より作成           

 

２）耐震化計画の策定状況 

上水道及び用水供給事業による耐震化計画の策定について、基幹管路（導水

管、送水管、配水本管）では 18事業、水道施設（浄水施設、配水池等）では 11

事業にとどまっています。 

水道事業者に対する調査では、耐震化計画の策定が進まない要因として、耐震

診断や計画策定に要する費用の確保が困難なことや、職員が日々の維持管理業

務に追われて人的余裕が無いことなどが挙げられます。 

 

    【耐震化計画の策定数、策定率】 

区  分 基幹管路 浄水施設、配水池等 

計画数(H20) 18 11 

策定率 17.3% 10.6% 

資料）道の独自調査より作成       
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（６）水道事業の運営状況 

１）収益の状況 

給水量は、給水人口の減少や景気の低迷などの社会的要因のほか、大口需要者

の地下水利用への転換などから、平成 11年度（1999年度）以降減少しています。 

給水量の減少に伴い、給水収益も、上水道事業※1が約 1,014 億円、簡易水道事

業※2が約 76 億円で、ともに近年減少傾向にあります。その一方で、上水道事業

の企業債元利償還金の総額（ただし繰上償還分は除く）は約 465億円で、年度

により増減はあるものの、全体的に増加傾向にあり、経営を圧迫する要因とな

っています。 

また、上水道事業、簡易水道事業の給水原価は、それぞれ 193.7円、314.9円

で、全国平均(173.5円、271.7円)に比べてそれぞれ約 20円、約 43円高く、ま

た、上水道事業における給水原価に占める減価償却費と支払利息の割合は

50.9％で、全国平均(37.5％)に比べ 13.4ポイント上回っています。北海道は人

口密度が全国平均より低く、給水人口一人当たりの管路延長が長くなることや、

積雪・寒冷地対策として建屋等の建設で、建設費用が割高になることが影響し

ていると考えられます。 

累積欠損金は 164億円、累積欠損金を有する上水道事業は 30事業となってお

り、10年前に比べて事業数は 9減ったものの、金額は約 2倍に増加しています。 

「（６）水道事業の運営状況」において、※１「上水道事業」及び※２「簡易水道事業」は 

下記の事業を指す。 

 ※１ 上水道事業：地方公営企業法適用事業。法適用簡易水道事業を含む。 

 ※２ 簡易水道事業：地方公営企業法非適用事業        
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図表 3-10 給水収益の推移（左：上水道事業 右：簡易水道事業） 

資料）「地方公営企業年鑑」（(財)北海道市町村振興協会）より作成 
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図表 3-10 給水収益の推移（左：上水道事業 右：簡易水道事業） 

資料）「地方公営企業決算状況調」（(財)北海道市町村振興協会）より作成 

 

図表 3-11 企業債元利償還金の推移（上水道事業） 

資料）「地方公営企業年鑑」（(財)北海道市町村振興協会）より作成 
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図表 3-12 給水原価、供給単価（左：上水道事業 右：簡易水道事業） 

資料）「地方公営企業年鑑」（総務省）、「地方公営企業決算状況調」（(財)北海道市町村振興協会）より作成 
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【給水原価の費用構成（上水道事業）】  

区 分 職員給与費 修繕費 委託料 受水費 支払利息  減価償却費 その他※ 

北海道 15.9% 5.4% 7.8% 6.6% 14.5% 36.4% 13.4% 

全国平均 15.9% 7.5% 8.3% 17.6% 9.6% 27.9% 13.2% 

※ その他…動力費、光熱水費、通信運搬費、薬品費等   

資料）平成 20年度「地方公営企業年鑑」、「地方公営企業決算状況調」より作成   

  

 

 

 

 

 

16.4

累積欠損金

8.1

30

事業数
39

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

(十億円)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
(事業数)

図表 3-13 累積欠損金の推移（上水道事業） 

資料）「地方公営企業決算状況調」（(財)北海道市町村振興協会）より作成 
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２）経営の安全性・効率性 

上水道事業の自己資本構成比率は 51.9％で、全国平均 63.7％に比べて 11.8

ポイント下回っており、施設建設の財源について企業債への依存度が高いこと

を示しています。 

また、繰入金比率は収益的収入分が 2.6%、資本的収入分が 9.6%で、全国平均

（2.0%、8.7％）に比べてそれぞれ 0.6ポイント、0.9ポイント上回っており、

一般会計への依存度が高い状況となっています。 

経営の効率性についてみると、職員１人当たりの給水人口が 2,865人、給水収

益が 55,682 千円で、いずれも全国平均（2,931人、57,982千円）を下回ってい

ます。 

    

【自己資本構成比率、繰入金比率（上水道事業）】 

区  分 自己資本構成比率

(%) 

繰入金比率(%) 

収益的収入分 資本的収入分 

北海道 51.9 2.6 9.6 

全国平均 63.7 2.0 8.7 

資料）平成 20年度「地方公営企業年鑑」、「地方公営企業決算状況調」より作成     

 

【職員１人当たりの給水人口、給水収益（上水道・簡易水道事業）】 

（職員１人あたり） 給水人口（人） 給水収益（千円） 

北海道 2,865 55,682 

全国平均 2,931 57,982 

資料）平成 20年度「地方公営企業年鑑」、「地方公営企業決算状況調」より作成     

 

３）業務の委託状況 

多くの事業体が水道メーターの検針業務や水質試験・検査業務を委託して行っ

ており、近年では管路等のマッピングシステムの点検・保守業務や、窓口・受

付業務を委託して行う事業体も増えていますが、業務委託に関する知見の不足

等により委託の導入割合が一部低いものがあることから、今後も導入が進む余

地があると考えられます。 

なお、導入割合が低い背景として、災害対応や業務ノウハウの職員への継承な

ど、水道事業者の責務として自ら業務を担うことを重視していることなどが挙

げられます。 

水道法第 24 条の 3に基づく業務の委託（第三者委託）を実施している事業体

は道内において 5件（平成 22年度（2010年度））あり、浄水場等の水道施設の
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運転管理や水源の巡視管理等を行っています。 

 

【業務委託の状況(Ｈ22年度)】 

業 務 名 上水道 簡易水道 

浄水施設の運転管理 46.7% 36.4% 

水質試験・検査 88.2% 91.5% 

浄水施設の点検・保守 48.9% 48.8% 

電気設備の点検・保守 85.9% 76.0% 

機械設備の点検・保守 64.1% 61.2% 

漏水調査・管路保守 66.3% 47.3% 

給水装置の修繕、応急処置 51.0% 45.5% 

検満メーターの取替 65.6% 66.7% 

メーター検針 91.6% 86.3% 

料金収納・集金 47.4% 29.8% 

水道施設の設計 65.6% 68.9% 

                                     ※ 一部委託も含む 

                                  資料）道の独自調査より作成 

 

 【道内の第三者委託の状況(Ｈ22年度)】     

区 分 対象施設 業務内容 

Ａ事業体 上水道及び簡易水道の取水施

設、導水管、浄水場、配水管等 

水源管理、浄水場等の運転管理及び保

守点検・維持管理、水質管理等 

Ｂ 事 業 体 上水道及び簡易水道の取水 

施設、浄水施設、管路 

水質管理、浄水施設・管路の管理、軽

微な設備修繕等 

Ｃ 事 業 体 上水道の取水施設、浄水施設 各施設の運転管理、水質管理、軽微な

設備修繕、緊急時（停電・災害等）の

処置に関すること等 

Ｄ 事 業 体 上水道の浄水場、配水池、ポン

プ場 

各施設の運転管理、水道メーター検針、

料金収受等 

Ｅ 事 業 体 簡易水道施設、飲料水供給施設

全般 

各施設の運転管理、非常時の処置に関

すること等 

資料）道の独自調査より作成 
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（７）水道事業に従事する職員の状況 

１）職員数 

上水道及び用水供給事業における職員数は年々減少傾向にあり、5年前に比べ

て約 10%減少しています。また、1事業当たりの職員数は、全国平均に比べて約

3割少ない状況です。 

簡易水道における職員数及び１事業当たりの職員数については、横ばいで推移

しており、1 事業当たりの職員数は 1.2人～1.4人と、全国平均（0.6人～1.0

人）より高い状況です。これは、北海道は全国に比べて水道施設が広範囲に及

び、巡回や設備点検等の維持管理業務が多くなることなどが挙げられます。 

 

【職員数の推移（上水道・用水供給事業）】 

区 分 職員数 (う ち 技 術 職 ) 
職員数/事業 

（北海道） 

職員数/事業 

（全国平均） 

Ｈ15年度 2,780 (1,307) 24.6 30.5 

Ｈ16年度 2,710 (1,282) 24.2 31.9 

Ｈ17年度 2,653 (1,242) 24.3 34.9 

Ｈ18年度 2,615 (1,219) 24.9 34.6 

Ｈ19年度 2,584 (1,166) 24.4 34.3 

Ｈ20年度 2,496 (1,144) 23.5 34.0 

※ 職員数には、臨時職員及び嘱託職員を含む。    

資料）「水道統計」より作成      
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図表 3-14 職員数の推移（上水道・用水供給事業） 

資料）「水道統計」より作成 
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【職員数の推移（簡易水道）】 

区 分 職員数 職員数/事業 
職員数/事業 

（全国） 

Ｈ15年度 434 1.3 0.6 

Ｈ16年度 424 1.2 0.6 

Ｈ17年度 446 1.3 0.5 

Ｈ18年度 457 1.4 0.6 

Ｈ19年度 449 1.4 0.9 

Ｈ20年度 451 1.4 1.0 

   資料）道の独自調査より作成     
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図表 3-15 職員数の推移（簡易水道） 

資料）道の独自調査より作成 
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２）年齢構成 

上水道及び用水供給事業における職員の年齢構成は、50歳代以上の職員が全

職員の 47%を占めており、20歳代の職員は全職員の 10%に満たない状況です。 

また、簡易水道における職員の年齢構成では、30歳代及び 50歳代の職員がそ

れぞれ 33%～34%を占めており、20歳代の職員は上水道及び用水供給事業の状況

と同様、全職員の 10%に満たない状況です。 

上水道、簡易水道とも 20代の職員の割合が少ないため、若手の職員の確保や

育成が課題となっています。 

【職員の年齢構成（上水道・用水供給事業）】 

区 分 
年齢構成 

～29 30～39 40～49 50～59 60～ 

事務職 7% 27% 22% 39% 5% 

技術職 6% 22% 24% 44% 6% 

技能労務職 3% 20% 29% 31% 17% 

合  計 6% 24% 23% 41% 6% 

資料）平成 20年度「水道統計」より作成          

【職員の年齢構成（簡易水道）】 

区 分 
年齢構成 

～29 30～39 40～49 50～59 60～ 

事務職 8% 35% 25% 32% 0% 

技術職 3% 31% 27% 38% 1% 

技能労務職 0% 23% 46% 23% 8% 

合  計 5% 33% 27% 34% 1% 

資料）道の独自調査より作成     
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図表 3-16 職員の年齢構成（左：上水道・用水供給事業 右：簡易水道） 

資料）左：平成 20 年度「水道統計」 右：道の独自調査 より作成 

上水道・用水供給事業 簡易水道 
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（８）水道事業における環境保全の貢献 

１）電力の使用状況 

水道事業による環境保全への貢献として、上水道及び用水供給事業における単

位水量当たりの電力使用量の低減が挙げられます。 

電力使用量は減少傾向にあり、また、給水量 1ｍ３当たりの電力使用量では全

国平均に比べて 4割程度低い状況にあります。国が策定した水道ビジョンでは、

単位水量当たり電力使用量を平成 13年度（2001年度）実績に比べて 10%削減す

ることを施策目標として掲げていますが、道内の水道事業ではほぼ横ばいの状

況にあります。 

 

 

 

 

 

 

【電力使用量の推移】 

区  分 
電力使用量 

（千 kWh） 

給水量
※
あたりの電力使用量(wh/m３

) 

北海道 全国 

Ｈ13年度 149,755 230 390 

… … … … 

Ｈ16年度 144,525 225 385 

Ｈ17年度 144,449 222 393 

Ｈ18年度 143,241 230 395 

Ｈ19年度 144,449 234 389 

Ｈ20年度 139,425 231 386 

※ 給水量には用水供給事業者の用水量を含む。  

資料）「水道統計」より作成  



 

37 

２）浄水汚泥の発生量及び利用状況 

浄水汚泥の発生量は平成 16年度（2004年度）以降、増加傾向にありましたが、

平成 20年度（2008年度）は減少しました。平成 19年度（2007 年度）までの上

昇の要因としては、局所的な大雨等により高濁度となった水道原水を処理した

事例があり、それにともなって浄水汚泥の発生量も増加したと考えられます。 

浄水汚泥の有効利用率は、平成 20年度（2008年度）は 51.1%と前年度から大

きく上昇しましたが、残りの約半数は産業廃棄物として埋立処分されており、

有効利用されていません。有効利用率は全国平均よりも低く推移しており、そ

の向上が課題となっています。 

   

 

【浄水汚泥の発生量及び有効利用量の推移】 

区 分 汚泥発生量（t） 有効利用量(t) 
利用率(%) 

北海道 全国 

Ｈ16年度 8,489 1,512 17.8 52.6 

Ｈ17年度 9,251 2,353 25.4 55.6 

Ｈ18年度 11,438 3,114 27.2 54.5 

Ｈ19年度 18,034 4,081 22.6 58.6 

Ｈ20年度 15,141 7,738 51.1 62.2 

資料）「水道統計」より作成    
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（９）道内事業者の国際貢献の事例 

道内水道事業者による国際貢献は、主に海外からの研修生の受入と、水道技術

者の海外派遣があり、特に北海道の特色を生かした国際貢献としては、積雪寒

冷地における水道技術の研修等が挙げられます。 

札幌市水道局では、(独)国際協力機構札幌国際センター（JICA 札幌）や中国・

瀋陽市との技術交流団を通じて、昭和 50年度（1975年度）以降、水道に関する

研修生を受け入れており、道内の他水道事業者でもこれら研修生の一部を見学

等で受け入れています。これまで延べ 1,200人以上の海外研修生を受け入れて

おり、地域別ではアジアやアフリカ地域からの研修生が多い状況です。また、

昭和 57年度（1982年度）以降、水道技術に関する指導等のため、100人以上の

職員を海外に派遣しています。 

これらの国際貢献について、受入体制等に応じた取組を今後も続けていくこ

とが求められます。 

 

【海外研修生の受入実績（昭和 50年度～平成 21年度（札幌市水道局）） 

区 分 アジア アフリカ 中南米 西欧・東欧 中近東 オセアニア 計 

受入人数 
614 282 139 132 96 23 1,286 

比率 
47.7% 21.9% 10.8% 10.3% 7.5% 1.8% - 

資料）道の独自調査より作成   

 

 【見学等の受入実績のある水道事業者（例）】 

水道事業者 研修名（JICA札幌） 

札幌市 集団研修「水道技術者」コース 

西空知広域水道企業団 集団研修「水道技術者」コース 

小樽市 集団研修「水道技術者」コース 

余市町 「南東欧地域 都市上下水道事業管理」コース 

石狩市 「コーカサス・東アジア地域 寒冷地水道」コース 

資料）道の独自調査より作成   
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４ 課題解決に向けて 

 先に示した「１ 水道事業の現状」、「２ 水需要の見通し」、「３ 水道事業を取

り巻く課題」から、道内水道事業が抱えている課題は次のように整理されます。 

 

（１）安全・安心な水の確保 

１）すべての住民に対する安全な水の供給 

住民の安全な水の確保に向けて、これまで水道の未普及地域における水道施設

の整備を推進し、水道の普及が図られてきました。 

水道普及率は全国平均の水準に達していますが、未普及人口は約 13万人に及

び、その解消は引き続き課題ですが、施設整備が進み、給水区域内人口が道内

人口の 99％を超えた現在においては、山間部などの未普及地域のすべてに水道

施設を整備することは、コストの面から現実的とは言えないことから、未普及

地域における施設整備の在り方の検討が必要です。また、未普及地域で飲用井

戸等を利用している住民に対して安全な水の確保という観点からの衛生対策の

取組が必要です。 

２）水道水源の保全及び給水栓までの水質管理 

道内の水道は表流水を水源とする割合が高いという状況の中、表流水を利用す

ることで発生する様々なリスク（降雨時の原水濁度の上昇、上流域における油

等の流出による水質汚染事故など）に対処する必要があるとともに、地下水を

水源とする場合も酪農や畜産由来の水質汚染などのリスクに対処する必要があ

ります。また、流域の保水能力の低下や地下水の枯渇の防止など水量確保の面

から水道水源保全の取組も必要です。 

北海道全域が汚染地域となっているエキノコックスや、一部の水源から検出さ

れているクリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物の対策などのため、浄水

施設の適正な運転管理などが重要となっています。 

また、鉛製給水管対策やクロスコネクション対策などを含め、水道水源から給

水栓までの水質管理を徹底する必要があります。 

３）住民の水道に対する信頼性の向上 

住民が水道水を安心して利用するためには、住民の水道水に対する信頼性を維

持し、更に向上させる努力が重要となっています。 

上記１）、２）で示した課題を利用者である住民に対して積極的に公表し、水

道事業者が課題に対して取り組む方策に対する理解を得るための取組が必要で

す。 
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（２）安定的な水道水の供給 

１）水道施設の計画的・効率的な更新 

高度経済成長期に整備された水道施設が今後更新時期を迎えようとしていま

す。特に積雪寒冷地である本道では、冬期に施設の補修等が必要になる断水事

故が起きると、復旧に時間がかかり、住民の生活に支障が出るおそれがありま

す。また、近年、管路の老朽化が原因と思われる断水事故等が発生するなど、

水道施設の老朽化の影響が現実的に起きているため、老朽化した施設の計画的

な更新が喫緊の課題となっています。 

また、給水量の減少が施設の効率性低下を招いていることを踏まえ、更新時に

は施設のダウンサイジングのほか、周辺の水道事業者との連携を図り、水道の

広域化を踏まえた施設の統合など、効率的な施設更新が必要です。 

２）耐震化等災害に強い水道施設・供給体制の構築 

社会のライフラインとしての役割を果たすため、地震等の自然災害が発生した

場合でも、給水に影響が生じないよう、水道施設の対策が重要となります。そ

のため、基幹的な水道施設の耐震化を進めるとともに、集中豪雨等にも対応し

た施設整備や運転管理が必要です。また、災害等により水道施設が破損し、水

道水の供給に支障を来した場合には、応急給水や被災施設の復旧など住民生活

に対する影響を最小限に止めるための対策も重要となります。そのため、断水

時における住民に対する給水体制や、災害発生時の復旧体制の整備に関する取

組が必要です。 

本道では、過去に地震による大きな被害を受けており、また、近年は集中豪

雨による被害が多く発生しているため、施設での対策と、早期復旧に向けた体

制作りの対策の両面を組み合わせて災害に強い水道施設・供給体制を構築する

ことが非常に重要となります。 

 

（３）水道事業の運営基盤の強化 

１）運営資金の確保 

道内の給水人口が減少し、給水量も減少傾向にある中で、水道事業の給水収益

も減少しています。高度成長期に建設された水道施設の更新時期を迎え、更新

に必要な財源の確保が必要となる中、給水収益の減少は必要な施設の更新等、

事業の継続に支障を及ぼすため、資金の確保に向けた取組が必要です。 

２）効率的な事業運営 

給水量が減少傾向にある中で、現在の給水状況に見合った施設規模の適正化を

図る必要があります。また、事業面では、効率的な組織体制の構築や、遠隔監

視システムの活用等により業務の効率化を進めるとともに、業務委託や第三者

委託等、他の水道事業者や民間業者等との連携も踏まえた取組が重要です。 
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そのため、今後増加が見込まれる施設の更新需要に対応するため、ハードとソ

フトの両面で効率化を図り、事業の効率的な運営に向けて取り組むことが重要

です。 

また、水道事業者間の事業統合や、複数の水道事業の施設における運営管理の

一体化等、水道の広域化による効率的な事業運営も必要です。 

 

（４）水道技術の継承 

水道に携わる職員は高齢化し、職員数も減少しており、また、職員の少ない事

業体では技術の継承が限られた職員に行われてきた事例もあります。 

水道技術の継承が不安視されるなか、水道事業者の責務として常に安全で安心

な水道水を供給することが強く求められ、そのための体制を構築することが必

要です。そのため、これまで培ってきた水道に関する経験や技術を継承するた

めの取組が必要です。 

近年、水道法に基づく水道の水質基準が強化されるなど、より高度な浄水技術

等が求められる中で、技術力を有する比較的大規模な水道事業者や、民間業者

との連携も踏まえて対応することが必要です。 

また、複数の水道施設の共同化や管理の一体化等、水道の広域化により水道事業

者や民間業者が持つノウハウを有効に活用し、技術水準の確保を図ることが必要で

す。 

 

※ 道内の小規模水道について 

北海道には給水人口が比較的少ない水道事業が多く、特に上記（２）～（４）

の課題に対して対応に苦慮している事業体が多く見受けられます。また近年、

全般的に給水量の減少、施設の老朽化、技術職員の減少など、水道を取り巻く

自然的・社会的条件が大きく変化したことにより、運営基盤が一層弱体化して

いる事業が多くなっています。 

将来に向けて安全で安心な水道水を安定的に供給する体制を維持するために

は、このような小規模水道事業の課題に対応する必要があります。 

 

（５）水道事業における環境保全への貢献 

１）地球温暖化防止に向けた貢献 

地球温暖化の防止に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温暖

化対策法」という。）における「地方公共団体実行計画」として北海道は「北海

道地球温暖化対策推進計画」を策定し、事業者による温暖化対策の実施を促進

しています。また、市町村においても、温暖化対策法に基づく「地方公共団体

実行計画」の策定が義務付けられており、水道事業でも、単位当たりの電力使
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用量を減少させるなど、地球温暖化防止に向けた取組が必要です。 

２）循環型社会の構築に向けた貢献 

ごみの減量化やリサイクルを総合的、計画的に進めるため、北海道は「北海道

循環型社会形成推進基本計画」を策定し、３Ｒ（Reduce(発生抑制)、Reuse(再

利用)、Recycle（再生利用））を促進しており、事業者にも積極的な参加を求め

ています。水道事業者としては、浄水の過程で発生する浄水汚泥の有効利用に

向けた取組が必要です。 

 

（６）水道分野における国際貢献 

２１世紀は水の世紀と言われるほど、世界的に水の需要が増大し、その確保に

向けて水道に関する技術の重要性が増しています。水道事業者がこれまで培っ

てきた経験や技術を生かし、道内の水道としてどういった国際貢献ができるの

か、検討が必要です。 
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第４ 北海道の水道行政における目標及び目標達成のため

の方策等 
 

１ 目標 

北海道の水道の将来像として示した「安全で安心な水道水の安定的な供給」と、

そのための「水道事業の持続的な運営」の実現に向け、「１．安全・安心」、「２．安

定」、「３．持続」の項目ごとに目標を定めます。 

 

１．安全・安心 

○安全・安心な水の確保 

水道は住民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできない

ものです。そのため、以下の目標を設定し、安全・安心な水の確保を図ります。 

目 標 

（１）未普及地域の解消及び飲用井戸等の衛生対策の推進 

（２）水道水源の保全及び給水栓までの水質管理の徹底 

・ 水道水源の保全及び水質汚染事故対策の徹底 

・ クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物やエキノコックス対策

の徹底 

・ 浄水施設の運転管理の徹底 

・ 給水装置の安全性の確保 

（３）住民の水道に対する信頼性の向上 

 

２．安定 

○安定的な水道水の供給 

水道は住民にとって欠くことの出来ない社会基盤であり、常に必要な水量が安

定的に供給されている必要があります。 

また、地震等の災害時においても、水道はライフラインとして常に安全な水道

水を供給し続けることが期待されます。そのため、以下の目標を設定し、安定

的な水道水の供給を図ります。 

目 標 

（１）水道施設の計画的・効率的な更新  

（２）基幹施設の耐震化の推進       

（３）災害時等の対応の徹底  
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３．持続 

○運営基盤の強化 

給水量が減少し、給水収益が減少する傾向にある中で、将来にわたって水道事

業が持続して運営される必要があります。そのため、以下の目標を設定し、水

道事業の運営基盤の強化を図ります。 

目 標 

（１）施設の更新等に応じた資金の確保 

（２）施設、運営の両面での事業の効率化の推進 

     

○水道技術の継承 

水道に携わる職員が高齢化、減少する傾向にある中で、安全・安心な水道水を

安定的に供給するためには、長年培われてきた水道に関する技術の継承を図り、

技術水準の確保を図る必要があります。そのため、以下の目標を設定し、水道

技術の継承を図ります。 

目 標 

（１）水道に携わる人材の確保、育成   

（２）水道事業者間や民間業者との連携による技術力の確保 

   

○環境保全への貢献 

水道事業が将来に向けて持続的に水道水を供給するためには、清浄で豊富な水

源が保たれている必要があり、前提として、豊かな自然環境が保全されている

必要があります。水道事業者も豊かな自然環境の恩恵を享受する一員として、

地球温暖化対策や、廃棄物対策に積極的に取り組むことが求められています。

そのため、以下の目標を設定し、環境保全への貢献を図ります。 

目 標 

（１）温室効果ガス排出量の削減 

（２）廃棄物の有効利用や適切な処理の推進 

 

○水道分野での国際貢献 

国が策定した水道ビジョンでは、重要な政策課題として国際貢献を挙げてい

ます。本道でもその特性を生かした国際貢献が水道事業者に求められています。

そのため、以下の目標を設定し、水道分野での国際貢献を図ります。 

目 標 

（１）北海道の技術特性を生かした国際貢献の推進 
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２ 目標達成のための方策 

（１）目標の実現に向けた方策の実施 

上記で示した目標を実現するためには、以下に示す方策について、地域の特性

を踏まえ、着実に取組を進めることが必要です。 

 

 

 

【目標の実現に向けた方策のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

課  題 

安全・安心 

 ・未普及地域の解消及び飲用井戸等の衛生対策の推進 

 ・水道水源の保全及び給水栓までの水質管理の徹底 

 ・住民に対する信頼性の向上 

 

安   定 

 ・水道施設の計画的・効率的な更新 

・基幹施設の耐震化の推進 

・災害時等の対応の徹底 

 

持   続 

 ・施設の更新等に応じた資金の確保 

・施設、運営の両面での事業の効率化の推進 

・水道に携わる人材の確保、育成 

・温室効果ガス排出量の削減 

・廃棄物の有効利用や適切な処理の推進 

・北海道の地域特性を生かした国際貢献の推進 

○安全・安心な水の確保 

 

○安定的な水道水の 

供給 

 

○運営基盤の強化 

 

○水道技術の継承 

 

○環境保全への貢献 

 

○水道分野での国際 

貢献 

１ 道の取組 

２ 水道事業者に期待される取組 

３ 住民に期待される取組 

目  標 

 

 

 

 

各課題に 

 

対応 

 

実現に向けた方策 
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（２）目標達成のための実現方策 

安 全 

○安全・安心な水の確保 

安全・安心な水の確保に向けて掲げた目標を実現するために取り組む方策を示

します。 

 

１）未普及地域の解消及び飲用井戸等の衛生対策の推進 

水道未普及地域については、地域の実情を踏まえ、未普及地域解消計画を水

道事業者が策定し、解消に向けて検討を行っていきます。また、給水区域内に

住む住民に対しては、水道水の安全性等の普及啓発を行い、水道への加入等を

呼びかけます。 

また、飲用井戸等の設置状況の把握に努めるとともに、飲用井戸等の設置

者に対し、衛生対策や維持管理に関する情報の提供を通じて、水質検査の実施

を促進します。また、汚染のおそれがある飲用井戸等の設置者に対して飲用指

導を行い、必要に応じて水道への加入等を呼びかけます。 

 

２）水道水源の保全及び給水栓までの水質管理の徹底 

水道事業者は水道水源の保全及び給水栓までの適切な水質管理に向け、他市

町村や関係機関と連携し、水安全計画の策定や以下の取組を推進します。 

ア 水道水源の保全及び水質汚染事故対策の徹底 

水道水源の水質監視を実施するとともに、水源流域における水質汚濁等

の実態を把握し、汚濁負荷の低減を図ります。また、水源地の土地取引や

所有者の情報、水源流域の土地利用状況の把握及び水源林の整備・保全な

ど、将来の安定的な水量確保も視野に入れた水道水源の総合的な保全対策

を関係機関と連携するなどして推進します。 

水源上流での油等の流出など水道原水に影響を及ぼすおそれのある水質

汚染事故に対して、関係機関と連携して迅速かつ適切な対応を図り、原水

の安全な水質を確保します。 

イ クリプトスポリジウム等耐塩素性病原生物やエキノコックス対策の徹底 

国の「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」等に基づき、水

道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの程度により、

必要な水道施設の整備、水質検査の実施、適切な浄水施設の運転管理など

の対策を徹底します。 

    ウ 浄水施設の運転管理の徹底 

原水濁度の上昇やクリプトスポリジウム等の検出など、原水の水質に応
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じた浄水施設の適切な運転管理を徹底します。 

エ 給水装置の安全性の確保 

鉛製給水管について、布設状況の把握や布設替計画の策定などにより、

布設替えの促進を図るとともに、布設替えが完了するまでの間は、鉛の溶出

対策や鉛濃度の把握等により水質基準を満たす給水の確保を図ります。 

給水装置における誤接合(クロスコネクション)の防止のため、指定給水

装置工事業者に対し必要な情報の提供に努め、適切な施工について助言・指

導等を行うとともに、利用者に対し給水装置工事等の周知・啓発に努めます。 

 

【水道水源から給水栓までの水質管理（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）住民の水道に対する信頼性の向上 

様々なメディアや機会を通じて、水道水の水質に関する情報や事業に関する

情報等を積極的に提供し、住民の理解や協力を得られるよう努めます。 

 

安 定 

○安定的な水道水の供給 

安定的な水道水の供給に向けて掲げた目標を実現するために取り組む方策を

示します。 

 

１）水道施設の計画的・効率的な更新 

水道施設の定期メンテナンスを着実に実施し、施設の長寿命化を図るとともに、

アセットマネジメント（資産管理）の導入を推進し、老朽化施設の計画的な更

新に努めます。なお、アセットマネジメントの導入が困難な場合であっても資

産の把握等に努め、適切な施設管理に努めます。 

また、施設の更新時には周辺の水道事業者との連携を図り、施設配置の最適化

を図る等、水道広域化を念頭に施設の統合を検討します。 

水道水源 

給水栓 

ア 水道水源の保全及び水質汚染事故

対策の徹底 

イ クリプトスポリジウム等や 

エキノコックス対策の徹底 

ウ 浄水施設の運転管理の徹底 

エ 給水装置の安全性の確保 

水道システム全体

で水道水質の安全性

を確保 
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２）基幹施設の耐震化の推進 

過去の地震の発生状況や水道施設の耐震診断を踏まえ、施設の重要度や整備の

優先度を踏まえた耐震化計画の策定を推進し、その着実な実施に努めます。 

 

３）災害時等の対応の徹底 

災害発生時の対応等を定めた危機管理マニュアル類の策定や緊急時給水拠点

の確保など防災対策を計画的に進めるとともに、被災時における連絡及び応急

給水の体制整備や訓練を実施します。 

また、災害等により水道水の供給に支障が生じた際には、被害状況の把握に努

めるとともに、周辺事業者や関係団体と連携して早期復旧に努めます。 

     

持 続 

○運営基盤の強化 

水道事業の運営基盤の強化に向けて掲げた目標を実現するために取り組む方

策を示します。 

 

１）施設の更新等に応じた資金の確保 

水道事業者において、アセットマネジメント（資産管理）等の導入により将

来の更新需要を踏まえた中長期的な財政状況を把握し、適切な料金の設定等、

将来の更新需要に応じた資金の確保を図ります。 

 

２）施設、運営の両面での事業の効率化の推進 

事業規模に見合った施設のダウンサイジングや統廃合等の施設面での効率化

と、効率的な組織体制の構築や業務の外部委託等、運営面での効率化により事

業全体の効率化を図ります。 

また、地理的、社会的に一体性を有する地域について、施設の一体化、経営の

一体化、管理の一体化、施設の共同化など様々な形態の広域化の中から、地域

の実情に応じた最適な広域化を検討し、その導入を推進します。 

特に小規模の水道事業体については、地域の実情に応じ、複数の小規模水道事

業体間の、又は、比較的規模の大きい水道事業体を中心とした共同管理、共同

委託等の導入について検討し、効果的、効率的な維持管理体制の構築を図りま

す。 

水道法第 24 条の 3 の規定に基づく業務委託（第三者委託）や「民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（「ＰＦＩ法」）に基づく事

業の実施など多様な運営形態について知見を収集し、その活用を推進します。 
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○水道技術の継承 

水道技術の継承に向けて掲げた目標を実現するために取り組む方策を示します。 

 

１）水道に携わる人材の確保、育成 

内部研修の開催や外部研修への参加、退職した技術職員の採用、水道部門の枠

を超えた人事交流、水道技術に係る資格の取得など水道技術者の確保、育成に

向けた取組を推進します。 

また、水道技術管理者の研修会等を通じて、水道技術の普及を図ります。 

 

２）水道事業者間や民間業者との連携による技術力の確保 

第三者委託や、管理の一体化、施設の共同化等の多様な形態の広域化などによ

って、水道事業者や地元企業を含む民間業者の持っている水道技術を有効に活

用し、技術水準の確保を図ります。 

 

○環境保全への貢献 

環境保全への貢献に向けて掲げた目標を実現するために取り組む方策を示し

ます。 

 

１）温室効果ガス排出量の削減 

水道事業者において環境マネジメントシステムの導入や環境報告書の作成を

推進するほか、施設の更新時等に合わせて省エネ機器や小水力発電等の導入を進

め、水道施設の省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用を推進するなどして、

温室効果ガス排出量の削減に努めます。  

 

２）廃棄物の有効利用や適切な処理の推進 

浄水の過程において発生する汚泥の有効利用に努めるとともに、利用が困難な

汚泥については法令に則り、適切に処理します。 

 

○水道分野での国際貢献 

水道分野での国際貢献に向けて掲げた目標を実現するために取り組む方策を

示します。 

１）北海道の技術特性を生かした国際貢献の推進 

積雪寒冷地における水道技術など、北海道の技術特色を生かした国際貢献を検

討します。また、国際機関等からの要請に応じて、海外からの研修生の受入れ

や、職員の海外派遣を推進します。 
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３ 北海道水道ビジョンの推進に当たって 

本ビジョンで示す将来像の実現に向けては、上記「２．目標達成のための実現方

策」で示された取組が着実に実施されることが重要です。老朽施設の更新や耐震化

等の災害対策には多くの時間や資金を要し、早期に解決することは容易でないため、

水道事業者自らが現状や課題を客観的に把握し、課題解決に向けた計画を策定する

ことが、解決に向けた第一歩となります。 

そのため、取組の基本として、全ての水道事業者が自らの将来像を描く水道事業

ビジョンを策定するとともに、アセットマネジメント（資産管理）等の手法を踏ま

えて水道施設の更新需要と財政収支の見通しを客観的に把握し、その結果を踏まえ、

更新・耐震化計画等を策定して取組を進めます。 

また、給水人口の減少等、水道事業を取り巻く環境が今後ますます厳しくなるこ

とが予想される中で事業運営を続けていくためには、水道システムを施設（ハード

面）、運営（ソフト面）の両面で効率化を図ることが重要です。施設面では、広域

分散型の北海道の地域構造を踏まえ、地理的・社会的な要因等を勘案し、施設の統

合が可能な地域においてはその推進を図り、山間部など施設が分散して存在する地

域においては小規模水道の存続を前提として、最適な組み合わせによる水道システ

ムの構築を目指すとともに、運営面では、様々な形態の広域化を推進することで、

運営の効率化を目指し、運営基盤の強化を図ります。 

  

 取組の基本 

 

 

 

 

 

 目指す方向 

 

 

 

○ 施設（ハード面）：統合と分散 

○ 運営（ソフト面）：様々な形態の広域化 

○ 水道事業ビジョンの策定 

○ 現状や課題の把握（アセットマネジメント等） 

○ 課題解決に向けた計画の策定（更新・耐震化計画等） 
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統合・広域化に関する基本的な考え方 

水道事業の持続的な運営には、運営基盤の強化を図ることが必要であり、その

ための方策として、水道の広域化があります。水道の広域化の推進にあたっては、

施設整備状況及び運営状況の違いや、給水サービスに係る水準の維持向上を踏ま

えた将来的な事業の財政収支を検討した上で、先に示した北海道の水道の目指す

方向において、施設が集中する地域では、効率的な施設配置や給水に関する責任

体制の確保などを勘案し、可能な限り水道施設の統合を図ることとします。 

なお、水道用水供給事業については、水道事業と統合することで、当該地域に

おける施設整備や運営にかかるコスト節減が期待されることや、水質や水量が安

定している水源から取水することで、安全な水質や安定した水量を確保できるこ

とから、末端まで給水する形態の事業統合（垂直統合）を目指します。 

国の水道ビジョンでは、従来の事業統合による水道広域化に加えて、「新たな概

念の広域化」を示しており、施設は分散型であっても経営や運転管理を一体化し、

経営や運転管理レベルの向上に資するような集中と分散を組み合わせた水道シス

テムの構築が示されています。 

新たな概念の広域化のイメージは、従来の事業統合に加えて、経営の一体化、

管理の一体化、施設の共同化といったソフト面の一体化や連携を含めており、具

体的には、地域の自然的社会的条件に応じて、施設の維持管理を相互委託や共同

委託することによる管理面の広域化、原水水質の共同監視、相互応援体制の整備

や資材の共同備蓄等防災面からの広域化など、幅広い形態が考えられます。水道

広域化の実施により、地域的な水需給の不均衡の解消に加え、水道の技術の継承

や運営基盤の強化、料金格差等の是正など、各形態により様々な効果が期待され

ることから、新たな概念の広域化を含めた様々な形態の広域化について、地域の

実情を踏まえた上で推進します。 
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【新たな概念の広域化のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

【広域化することで期待される効果】 

広域化の形態 効   果 

事業統合 施設整備、管理体制、事業の効率的運営、サービスなど広範囲

にわたり技術基盤や経営基盤の強化に関して効果が期待できる。 

経営の一体化 経営主体が一つになることで、施設整備水準の平準化や管理体

制の強化、サービス面での利便性の拡大などの効果が期待できる。 

管理の一体化 管理やサービス面で一体化する業務内容に応じて管理体制の強

化、サービス面などの各種効果が期待できる。 

施設の共同化 共同で保有する施設に関して、施設整備水準の向上、また緊急

時対応等の面で効果が期待できる。 

社団法人日本水道協会「水道広域化検討の手引き」から抜粋   

 

 

従来の水道広域化

のイメージ 事業統合 

経営の一体化 新たな広域化 

のイメージ 

管理の一体化 

施設の共同化 

（浄水場、水質試験センター、緊急時連絡管等） 
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４ 各主体の役割 

（１）道 

水道事業者に対して、水道法に基づく監督及び水道事業ビジョンや水道施設の

更新・耐震化計画等の策定などについて必要な助言、指導等を行うとともに、

研修会等における水道技術や経営に関する知見の提供などの支援を行います。

また、関係団体と連携して事故・災害時の応援体制の整備などを進めるほか、

水道事業の円滑な運営に向けて関係機関と連携・調整するなどして、本ビジョ

ンで掲げた各目標の達成に向けて取組を推進します。 

各水道事業者を取り巻く状況を踏まえ、様々な形態の広域化など水道事業者間

の連携や業務委託など民間業者との連携を促進するため、水道事業者間の協議

の場の設定や通常業務における助言等を通じ、連携に向けたコーディネーター

役を担います。 

また、飲用井戸や小規模貯水槽水道の衛生対策について関係市町村と協力して

取組を進めます。 

 

（２）水道事業者 

自らが抱える様々な課題を把握、整理した上で、本ビジョンで掲げた各目標の

達成に向けて最適な方策を組み合わせながら、着実に取り組むことが求められ

ます。そのため、目指すべき将来像を描き、その実現のための方策等を示す「水

道事業ビジョン」を策定するとともに、周辺の水道事業者や民間業者と連携す

るほか、大学等の研究機関の協力を受けるなどして、取組を進めることが求め

られます。 

需要者である住民の方々に対しては、水道事業に係る理解や協力を得るため、

水質検査結果や事業に要する費用など水の安全性や事業コスト等に関する情報

を積極的に提供することが重要です。 

 

（３）住民 

安全で安心な水道水を安定的に供給するためには、浄水場、配水池及び水道管

などの水道施設の整備、維持管理はもとより、水源の保全、水道水の水質管理

などが必要であり、これら水道事業の運営に要する費用は基本的に水道料金で

賄われています。 

水道水の供給を受ける受益者として、応分の負担を行うことはもとより、水道

システムへの理解を深め、生活の場で水を大切に使うことや、事故・災害時に

おける協力など、水道事業を支えるパートナーとしての役割が求められます。 

また、水道水の利用を通じて水資源の大切さを認識し、生活排水による汚染の

防止など、水環境の保全に積極的に貢献することが期待されます。 
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【将来像に向けた各主体の役割のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全で安心な水道水の安定的な供給
○水道事業の持続的な経営

北海道の水道の将来像

道

水道
事業者 住民

・意見、要望
・会議等への参加

・各種啓発活動

・意見、要望

・実態把握
・助言、指導
・知見提供等の支援

・各種サービス
・情報提供

・意見、要望
・水道に対する理解

方策の着実な実施

施設（ハード）面

：様々な形態の広域化経営（ソフト）面

：統合と分散

目指す方向
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第５ 北海道水道ビジョンのフォローアップ 

本ビジョンで示した目標に向けて各主体が取組を推進する中で、定期的に進捗状況

等を把握し、今後の人口動態や産業構造の変化、水道事業を取り巻く状況などを踏ま

え、必要に応じて見直しを検討します。 

見直しの検討に当たっては、各方策の実施状況や水道統計等の客観的なデータによ

り実態を把握することとし、当初のビジョンで示す目標や事業推進における問題点、

方策の有効性などを確認しながら行います。 
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参考資料 

北海道水道ビジョン策定の経緯 

 

H22. 6. 6  北海道水道ビジョン検討委員会設置 

   8. 9   第１回検討委員会 

       ・検討委員会の運営について 

       ・北海道水道ビジョン（仮称）の策定について 

       ・道内水道事業者の現状と課題について 

 

 

 

  11. 2    第２回検討委員会 

       ・第１回検討委員会における検討事項について 

       ・北海道水道ビジョン（仮称）の素案について 

       ・今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

H23. 1.25   第３回検討委員会 

      ・第２回検討委員会における検討事項について 

      ・素案に対するパブリックコメント等での意見について 

      ・北海道水道ビジョン（仮称）案について 

      ・今後のスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 3月

水道に係る地域別会議（開催都市） 

8.30  道南地域   （函館市） 

9. 6  オホーツク地域（北見市） 

9. 7  道北地域   （旭川市） 

9.14  釧路・根室地域（釧路市） 

9.15  十勝地域   （帯広市） 

9.18  道央地域   （札幌市） 

パブリックコメント 

期間： H22.11.25～12.24 

意見： 2名、5団体 24件 

道内水道事業体への意見照会 

期間： H22.11.29～12.17 

意見： 15団体   38件 

北海道水道ビジョン 策定 
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北海道水道ビジョン検討委員会 委員（敬称略、五十音順） 
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よしひこ

 
北海道大学大学院工学研究科 

 教授 
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